
【別紙 １】 

真岡市審査実施要領 
 
 

１．選考方法 
審査は真岡市デジタルマーケティング伴走型アドバイザリー業務公募型プロポーザル選定委

員会（以下「選定委員会」という。）において以下のとおり審査を行う。 

その結果をもって、合計得点の高い順から優先交渉権者及び次点交渉権者とする。 

 

２．審査 

①事務局による書類審査（20点×4項目＝80点）  

・事業スケジュール 

・実施体制 

・類似業務の実績 

・見積額 （配点×（1-（見積金額-最低見積額/最低見積額） 小数点第一位を四捨五入） 

②プレゼンテーション及びヒアリング 

・１事業者あたりのプレゼンテーション及びヒアリングの時間は概ね 30分程度とする。 

   （提案説明 2０分、質疑応答 10分） 

・提案内容審査（選定委員一人 70点×6人＝420点） 

 


